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少子化の観点
なぜ子供が生まれないか

１．結婚しない、できない

２．夫婦が希望する数の子供をもたない、持てない

（１）お金がない→若い世代の雇用・収入の安定

（非正規労働の問題）

（２）時間がない→仕事と子育ての両立

（正規労働の問題）

（３）楽しくない→育児を孤立させない

（男性の育児参加の問題）



企業における女性活躍の観点

女性の活躍推進とは

＝ 仕事の継続     ×   キャリアアップ
（育児等との両立）  （育成・登用）

★１９９１年 育児休業法 ★１９８５年 男女雇用機会均等法
2003年 次世代育成支援対策推進法 ２０１５年 女性活躍推進法
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なぜ女性は活躍しにくいか

 ● 日本の労働慣行が男性型
長時間労働, 転勤, 
新規一括採用・定年までの長期勤続

● 家事・育児・介護は女性が担うものという社会通念
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ー昭和の高度経済成長期に確立した働き方や男女の役割分担
長時間労働・転勤をいとわない夫
家事・育児等を担う専業主婦の妻

ー昭和の働き方や男女の役割分担が今日に合わない
低成長経済
共働き世帯が多数派

ーやっと変わり始めた労働慣行/社会通念



女性の活躍の３段階と企業の課題

仕事と育児の両立
支援の方向転換

仕事と育児の両立
支援制度の導入

１

女性管理職の育成・登用の
ためのポジティブアクション

３

全社員の働き方改革
ー長時間労働、転勤ー

２

女性は

子どもができたら

退職が当たり前

第一段階

女性は

かろうじて仕事と

育児・介護を両立

第二段階

男女ともに
家庭責任を担いながら

しっかり

キャリアアップ

第三段階

5



仕事と育児の両立支援は方向転換が必要

１ 育児支援から仕事支援へ
（育児期間中もキャリアを停滞させない）

・仕事免除型支援は最小限に
・育児期間中も、時間制約のある中で、仕事
体験をしっかり積ませる 
・仕事支援の例
 ー早期復帰手当、ベビーシッター料金補助、

 事業所内託児施設、
働き方改革（長時間労働の是正、柔軟な働き方）
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仕事と育児の両立支援は方向転換が必要

２ 女性支援から男性支援へ

ー男性社員/女性社員の男性配偶者
ー男性育休はボーリングの一番ピン

まずは１か月
目標は６か月

★男性は育休を2か月以上とるのがよい（５割）
（２０２２．１１．日経新聞）
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